
杉並区施工能力等審査型総合評価方式の改正について 

 この度、「杉並区施工能力等審査型総合評価方式実施要綱」を改正し、令和６年 4 月 1 日

以降の契約案件について以下のとおり取り扱うことといたしましたので、改正点について

お知らせいたします。 

 

改正内容 

① 地域貢献等評価点の内、雇用対策点 

  下記③④を新たな評価項目として加え、配点も見直します。 

    【変更前】 １点満点 

    【変更後】 ２点満点 

雇用対策点評価項目 現在の配点 見直し後の配点 

① 障害者雇用 

１点 

０．５点 

② 子育て支援に関する取組 

（杉並区子育て優良表彰・くる

みん認定企業） 

０．５点 

③ 東京ライフ・ワーク・バランス認

定企業 
－ ０．５点 

④ 配置予定技術者が女性 － ０．５点 

合計 １点 ２点 

 

② 「杉並区子育て優良表彰」評価対象期間 

過去３年の表彰を対象としていますが、再度申請が可能になるのが４年後となる

ため、評価対象期間を５年間とします。 

なお、新たに評価項目とした「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」につい

ても、同様に評価対象期間を５年間とします。 

   


